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訟廷管理官から物品管理官に引き継がれる予納郵便切手の

取扱いについて（事務連絡）

標記の取扱いについては，本日付けの用度課長及び監査課長事務連絡で具体的な

事務処理をお示ししているところですが，全体的な事務の流れや留意点， また事務

処理上で生じると思われる疑問への対応などについて，別紙1， 2のとおりまとめ

ましたので，執務の参考にしてください。

C、



1

(別紙1）

◎引継郵券を裁判所の業務で使用する際のフロー

、

▼
・訟廷管理官等から物品管理官に引継ぐ(毎年1月中）

（ポイント） ・物品（郵便切手）取得通知書の別紙の表と，引継郵券の券種枚数及び総額を突
合する。

・取得通知書に受領印を押した写しを引継元の庁に送付する。

・管内の全庁から送付を確認すること（ない場合は引き継ぐ郵便切手がないこと
を確認する）。

継引

』

、
･物品管理官は消耗品(金券)として物品管理簿に登記し,受け入れる

(ポイント） ・受入の登記は庁（支部等）ごとに行う（全庁をまとめて登記しない）

・受入の細分類や品目に間違いがないか確認する。
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｡供用先に郵便切手の物品請求書を出させたのち,物品管理官は供用先に請
求額の郵便切手を供用する。

受入の記録を必ず行う。

実績が認められない場合には供用先の変

(ポイント） ・使用する科目の使用簿（補助簿）に，

・使用する見込みのある部署に供用し，

更を考える。
供用

ノ

▼

▼
供用先にお

ける管理

▼

供用先にお

ける管理

o供用先は,基本的には下級庁費の郵便切手として整理し,使用する｡当該券
種を使い切る見込みが立った段階で,物品管理官に新たな切手の取得請求を
提出することとなる。

(ポイント） ・後納の扱いとしていた郵便物について，引継郵券を使い切るまで料金別納郵便

制度により郵便切手で料金の支払を行う等の工夫を行う。

※料金別納：同時に10通以上の郵便物・荷物を差し出す際に利用できる方法で，郵便局の窓口に郵便物

を差出表と共に持ち込むもの。切手を貼り付ける必要はなく．郵便料金の総額を切手により
支払うことができる。



(別紙2）

保存期間が満了した予納郵便切手を物品管理官が引き継ぐこと及びこれを庁用品とし
て使用することに関するQ&A

No; 問 答

1

郵便切手を物品管理官に引き継ぐこととした
のはなぜですか。

保存期間が満了した返還不能予納郵便切手に
ついては，物品管理法の適用を受ける国の物
品として使用することが適切であると考えら
れます。そこで返還不能予納郵便切手を使用
することを前提として物品管理官に引き継ぐ
こととしたものです。

2

当事者が予納した郵便切手を，庁用品として
使用できるのはなぜですか。

当事者に予納してもらった郵便切手について

は， 当事者が裁判所に提出した時点で国の所
有する物品となると考えられています（法的
性質として「消費寄託」に類するものと理解
されています) ・国の所有する物品は適正か
つ効率的な供用その他良好な管理を図らなけ
ればならず，最も効率的に運用する必要があ
りますが，返還不能となり， 10年の保存期
間を満了した予納郵便切手については，物品
管理官において引継いだうえで業務で発送す
る郵便物の料金の支払に使用することが最も
効率的であり適切であると考えたためです。

3

予納された郵便切手については，予納された
時点から物品管理法が適用されるのですか。

予納された郵便切手は，民事訴訟費用等に関
する法律29条3項により委任された予納郵
便切手の取扱いに関する規程（以下「郵券規
程」 という。 ）及びこの関連通達によって規
律されており，物品管理法6条により民事訴
訟費用等に関する法律及び郵券取扱規程の規
定が優先して適用されることになり，予納さ
れた時点では物品管理法の規定は基本的には
適用されません。

4

予納郵便切手を庁用品として使用する場合，
具体的にどのような方法をとるのですか。

歳出予算で購入した郵便切手と異なることは
ありません。

5

予納郵便切手はどの科目で使用しても構わな
いのでしょうか。

庁によって郵便切手の使用状況が異なると思
われますが，基本的には下級庁費の使用が多
いと考えて，各庁が判断に迷わないよう事務
連絡にはその旨を記載しています。他の科
目 ア たとえば裁判費に組み入れて使用するこ
とも差し支えありません。

6

最高裁で組み入れる科目を指定するべきでは

ないですか。
第1審裁判所と高等裁判所等では，郵便切手
の使用に適する科目が異なることが多いと思
われますし，庁や時期によっても郵便切手を
多く使用する科目は異なると思われますの
で
す

，

○

柔軟な対応ができるようにしたもので



No. 問 答

7

引き継がれる郵便切手は特別送達を想定した
高額な郵便切手も多く，使用する機会が少な
いと思われますが，使用の見込みがない郵便
切手を多く会計課が保管する結果とならない
でしょうか。

そのようなことにならないよう， これまで後
納郵便を利用していた郵便物についても郵便

切手を使用して発送するようにし，同一料金
の郵便物を多数発出する場合には，別納手続
を利用して郵便切手で郵送料を支払うように
するなどの方法を事務連絡で示しています。
具体的な方法は各庁で工夫をしてください。

8

規模が小さい支部などには物品管理官へ引き
継ぐ郵便切手がない場合（返還不能郵券がな
い場合）もあると思われますが，そのような
場合，会計担当者としてはどのようにすれば
よいのでしょうか。

庁の規模や年度によっては，訟廷管理官から
物品管理官へ引き継ぐ郵便切手がない場合も
あると思われます。訟廷管理官（主任書記官
等）から引き継ぐ郵便切手がない場合には，
正式な通知書は送付されませんが， 引継ぎ漏
れを防ぐためにも各庁や事件部に確認するな
ど連携を密にするようにしてください。

9

1月末までに物品管理官に引き継ぐべき郵便
切手を，そのまま1月に事件部に供用される
郵便切手として使用してよいでしょうか（通
知書のみを物品管理官に送付し，実際の郵便
切手は事件部に供用されたものとして送付し
ない運用でよいでしょうか） ◎

そのような運用では，物品管理官が通知書記
載の郵便切手の引継ぎを受けたといえず，責
任の所在が明らかとならないことから，不相
当であると考えています。必ず物品管理官に
実際に郵便切手を引継いだうえで，必要量の
供用を受けるようにしてください。


